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食品衛生法第26条第３項に基づく検査命令の実施について 

（中国及びマレーシア産食品のアフラトキシン） 

 

標記については、令和７年３月 28 日付け健生食輸発 0328 第１号（最終改正：

令和８年１月 15 日付け健生食輸発 0115 第１号）により通知したところである。 

今般、輸入時の検査命令の結果、RONGCHENG ZHONGXING PEANUT PRODUCTS CO., 

LTD（別名称：RONG CHENG SANSHO FOODSTUFFS CO., LTD.）の製造した落花生を

含む中国産食品及びKOON BROTHER SDN BHDの製造した落花生を含むマレーシア

産食品からアフラトキシンが検出されたことから、同通知の別添１を下記のと

おり改正するとともに、別途指示する製造業者として同通知の別添２の１の別

表４に同社を追加するので、御了知の上、関係事業者等への周知方よろしくお願

いする。 

 

記 

 

別添１の項中、 

 

を追加する。 

 

対象国・

地域 

製品検査

の対象食

品等 

条件 検査の項目 試験品

採取の

方法 

検査の方法 検査を受ける

ことを命ずる

具体的理由 

マレー

シア 

落花生を

含む食品 

別途指示

する製造

者で製造

されたも

のに限

る。 

総アフラト

キシン（ア

フラトキシ

ンB1、B2、

G1及びG2の

総和） 

別表２

による

こと。 

平成23年8月

16日付け食安

発0816第2号

「総アフラト

キシンの試験

法について」

によること。 

総アフラトキ

シンが

10μg/kgを超

えて含有して

いるおそれが

あるため。 


